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コーポレートガバナンスに関する基本方針 

 

（目 的） 

第１条 この基本方針は、株式会社秋田銀行（以下「当行」という。）がコーポレートガバナ

ンス・コードの趣旨をふまえ、当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指し、コー

ポレートガバナンスを確立することを目的として制定する。 

 

（コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方） 

第２条 当行は、「地域とともに歩み、地域の発展とともに栄える」という「地域共栄」の経

営理念に基づき、次のとおりコーポレートガバナンスの充実に努める。 

１ 株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と、株主の

実質的な平等性の確保に努める。 

２ 株主、地域社会、お客様、従業員等のすべてのステークホルダーから信頼され選ばれる

金融機関であるために、健全で公正な業務運営を行う経営に努める。 

３ 取締役会・監査等委員会のほか、常務会、コンプライアンス委員会等の各種委員会、そ

の他外部機関等による経営管理態勢の充実をはかり、コーポレートガバナンス体制の向上

に努める。 

４ 会社情報の適切な開示を行うとともに、非財務情報を含む情報の自主的な開示に努める。 

５ 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、積極的なＩＲ活動などを通じ

て、株主との建設的な対話に努める。 

 

（取締役会） 

第３条 取締役会は、銀行業務に精通した社内取締役と専門的な知識と豊富な経験を備えた社

外取締役で構成し、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性に配慮

する。また、取締役会の機能の効率的な発揮および取締役会の活性化の観点から、定款にお

いて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を 11名以内とし、監査等委員である

取締役の員数を５名以内と定める。 

② 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任をふまえ、効率的かつ実効的なコーポレ

ートガバナンスを実現し、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の最大化をはかることに

ついて責任を負う。 

③ 取締役会は、前項の責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正

性・透明性を確保するとともに、頭取その他の経営陣の指名およびその報酬の決定、当行が

直面する重大なリスクの評価および対応策の策定、ならびに当行の重要な業務執行の決定等

を通じて、当行のために最善の意思決定を行う。 

④ 取締役会は、取締役会規程を制定し、法令・定款で定められている事項のほか、経営に関



 

2 

する重要事項を取締役会決議事項の範囲として規定する。 

⑤ 取締役会は、その決議により、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任す

ることができる。また、取締役会が決定を委任した事項は、取締役会規程により定める。 

 

（取締役） 

第４条 取締役は、その職務を執行するに十分な情報を収集するとともに、積極的に意見を表

明して議論を行う。 

② 取締役は、その期待される能力を発揮して、当行のために十分な時間を費やし、取締役と

しての職務を遂行する。 

③ 取締役は、就任するにあたり、関連する法令、当行の定款、取締役会規程その他の当行の

内部規程を理解し、その職責を十分に果たさなければならない。 

④ 社外取締役は、専門的知識や幅広い見識、豊富な経験等を当行の経営に反映するとともに、

取締役会における客観的・中立的な立場からの助言等により、業務執行の適正性を確保する。 

 

（経営陣幹部の選解任と取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任方針および

手続） 

第５条 当行の経営理念に対する深い理解のもと、適切に業務を遂行することができる知識と

豊富な経験を有する人物を、社内取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者として

選任する。また、出身分野における専門的な知識や豊富な経験等を生かし、当行取締役とし

てその知見を生かすことが期待できる人物を、社外取締役（監査等委員である取締役を除

く。）候補者として選任する。 

② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者については、頭取および代表取締役が

推薦し、公正かつ透明性を確保するため、第８条に規定する「指名・報酬諮問委員会」での

審議を経て、取締役会が決定する。 

③ 取締役がその機能を十分に発揮していない、または、法令、定款等への違反が認められる

場合は再任しない、または解任する。 

  また、「指名・報酬諮問委員会」における取締役の評価、審議等を踏まえ、取締役会が再

任すべきでない、または解任すべきとした場合は、取締役候補者に指名しない。 

 

（監査等委員会および監査等委員） 

第６条 監査等委員会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、ステークホルダーとの適切な協

働を確保しつつ、当行の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的

信頼に応えるコーポレートガバナンス体制を確立する責任を負う。 

② 監査等委員会は、前項の責任を果たすため、内部統制システムを踏まえた監査の方針等を

定め、内部監査部門等と連携し、効率的かつ実効性のある監査に努める。 
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③ 監査等委員会および監査等委員は、独立した立場から能動的・積極的に権限を行使し、取

締役会および取締役に対して意見を述べる。 

 

（監査等委員である取締役候補者の選任方針および手続） 

第７条 業務執行者からの独立性が確保でき、当行の健全で持続的な成長を実現し、社会的信

頼に応えるコーポレートガバナンス体制を確立することができる人物を監査等委員である

取締役の候補者として選任する。 

② 監査等委員である取締役候補者については、頭取および代表取締役が推薦し、公正かつ透

明性を確保するため、第８条に規定する「指名・報酬諮問委員会」での審議を経て、監査等

委員会の同意を得たうえで、取締役会が決定する。 

 

（指名・報酬諮問委員会） 

第８条 「指名・報酬諮問委員会」は、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上という

観点から、コーポレートガバナンスの充実をはかることを目的に、取締役会の諮問機関とし

て必要な事項を審議のうえ取締役会に答申を行う。 

② 「指名・報酬諮問委員会」は、取締役５名以内で構成し、過半数を独立社外取締役とする。 

③ 委員長および副委員長は、独立社外取締役とし、取締役会にて選任する。 

④ 「指名・報酬諮問委員会」は、必要に応じて開催する。 

 

（取締役会の評価） 

第９条 取締役会は、毎年取締役による自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性

について分析・評価を行う。また、その結果の概要を開示するとともに、必要な改善をはか

る。 

 

（取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針） 

第 10条 当行の取締役の報酬等は、役割や責任に応じて支給する「基本報酬」、業績等を勘案

して支給する「賞与」、役位および業績目標（当期純利益）の達成度に応じて当行株式等の

交付等を行う「業績連動型株式報酬」の構成とし、次の運用基準のとおり支給する。 

１ 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。） 

各取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の報酬等は、基本報酬、

賞与、業績連動型株式報酬の３つで構成し、次のとおりとする。 

(1) 各取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の基本報酬は、金銭

による月例の固定報酬として役位別に定める。 

(2) 賞与は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、最終的な経営活動の成果

である当期純利益を勘案した賞与支給率を取締役会において決定し、これに応じて各取
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締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の役位別に取締役会が定め

た額の金銭を毎事業年度終了後の所定の時期に支給する。 

(3) 業績連動型株式報酬は、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託と称される制

度を採用する。本制度では、信託期間中の毎事業年度終了後の所定の時期に、取締役（監

査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対し、役位に応じた「固定ポイン

ト」と、当行の毎事業年度における業績目標（当期純利益）の達成度に応じて０％～200％

の範囲で変動する「業績連動ポイント」を付与する。付与したポイントは、毎年累積し、

退任時に累積したポイントに応じて当行株式の交付および当行株式の換価処分金相当

額の金銭を給付する。  

(4) 報酬等の種類別の割合については、当行の持続的な成長に向けた健全なインセンティ

ブとして機能するよう、総額を勘案のうえ決定する。 

２ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。） 

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等は基本報酬のみとし、その職

務に鑑み固定のものとして定めた額の金銭を毎月支給する。 

３ 監査等委員である取締役 

監査等委員である取締役の報酬等は、監査・監督の独立性を確保する観点から固定報酬

のみとする。 

② 取締役の報酬等は、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内とする。取締役（監査等委

員である取締役を除く。）については、第８条に定める「指名・報酬諮問委員会」における

審議を行い、公正かつ透明性を確保のうえ、取締役会で決定する。監査等委員である取締役

については、監査等委員である取締役の協議により決定する。 

 

（社外取締役の独立性に関する判断基準） 

第 11 条 当行は、別記「社外取締役の独立性に関する判断基準」により指定する社外取締役

を独立役員とする。 

 

（取締役に対するトレーニングの方針） 

第 12 条 社外取締役を含む取締役が、その役割・責務を適切に果たしていくうえで必要な知

識を習得、更新することができるよう、就任時以降継続的に必要なサポートを行うとともに、

その費用を支援する。 

 

（株主との建設的な対話に関する方針） 

第 13条 当行は、次の方針に基づいて株主の皆さまとの建設的な対話の促進に取り組む。 

１ 株主の皆さまとの対話 

株主の皆さまからの対話の申込みに対し、経営企画部担当役員を責任者として、積極的
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に機会を提供する。また、経営企画部担当役員のほか、代表取締役その他の役員も必要に

応じて対話に参加する。 

２ 建設的な対話を促進するための体制 

経営企画部を対話の申込み窓口とし、適宜関連部門と連携することにより各種の情報を

収集・分析し、適切な形で株主の皆さまに提供する体制を整備する。 

３ 個別面談以外の対話手段 

株主の皆さまとの対話の一環として、毎年、複数回の各種ＩＲを実施する。 

４ 対話における意見のフィードバック 

株主の皆さまとの対話における意見等は、経営企画部担当役員から経営陣および取締役

会へ報告する。 

５ インサイダー情報の管理 

インサイダー情報の管理については、内部情報管理および内部者取引規制に関する規程

等を定めるなど、適切な体制を整備する。また、当行に関する重要情報については、適時

かつ公平にこれを開示することとし、株主の皆さまの実質的な平等性を確保すべく努める。 

 

（情報開示の充実と透明性の確保） 

第 14 条 取締役会は、会社法その他の適用ある法令に基づき、当行およびその子会社から成

る企業集団のリスク管理、内部統制システム、法令遵守等に関する当行の方針を決定し、適

時適切に開示する。 

② 取締役会は、会社法および金融商品取引法その他の適用ある法令ならびに適用ある金融商

品取引所規則にしたがって、公正、詳細、かつ平易な方法によって、財務および業務に関す

る事項を開示する。 

 

（政策保有株式および政策保有株主に関する方針） 

第 15 条 当行は、当行の中長期的な企業価値の向上、または地域経済の発展に資すると認め

られる場合を除き、政策保有株式は資本効率の向上等の観点から縮減していくことを基本方

針とする。 

  取締役会は、毎年、政策保有株式のうち上場株式について、保有目的が適切か、保有にと

もなう便益やリスクが資本コストに見合っているかなど、保有の合理性を個別銘柄ごとに検

証する。検証の結果、保有の合理性が認められない銘柄については、市場に与える影響等を

考慮したうえで、縮減を進める。 

  政策保有株主から当行の株式の売却等の意向が示された場合には、政策保有株主の意向を

尊重し対応する。また、政策保有株主との間で、当行や株主共同の利益を害するような取引

は行わない。 
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（政策保有株式の議決権行使基準） 

第 16 条 当行の政策保有株式にかかる議決権行使については、個別議案ごとに定めたガイド

ラインに基づき適切に賛否を判断する。また、株主提案、買収防衛策の導入議案などの当該

企業の企業価値に大きく影響を与えうる議案や、不祥事が発生した企業の議案などについて

は、特に慎重に賛否を決定する。 

 

（株主の利益に反する関連当事者間取引の防止） 

第 17 条 当行および株主の共同の利益を害することのないよう、関連当事者間の取引につい

て、次の体制および手続きを定める。 

１ 取締役会は、法令等遵守方針に基づき、コンプライアンス・マニュアルを定め、株主の

権利行使に関する利益供与の禁止および利益相反行為等の禁止を周知徹底する。また、コ

ンプライアンスの遵守状況については、定期的に取締役会が報告を受け、監視する。 

２ 取締役の競業取引および利益相反取引については、取締役会規程において取締役会の事

前承認および事後報告を必要とする事項として定める。 

３ 役員、主要株主等との重要な取引または通例的でない取引については、取締役会規程に

おいて取締役会の承認事項として定める。 

 

（以 上） 
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（別記） 

社外取締役の独立性に関する判断基準 

 

現在または最近（注）１において、次のいずれの要件にも該当しない者を独立役員とする。 

１ 当行を主要な取引先とする者（注）２またはその者が法人等である場合はその業務執行者 

２ 当行の主要な取引先（注）３またはその者が法人等である場合はその業務執行者 

３ 当行の総議決権の１０％以上を保有する株主またはその者が法人等である場合はその業

務執行者 

４ 当行から役員報酬以外に過去３年平均で年間１０百万円を超える金銭等を得ているコン

サルタント、会計専門家または法律専門家（金銭等を得ている者が法人、組合等の団体であ

る場合には、当該団体に所属する者をいう。） 

５ 次に掲げる者の二親等内の親族 

（１）上記１から４に該当する者（重要な者（注）４に限る。） 

（２）当行または当行子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人 

 

（注）１ 「最近」とは、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点

をいう。 

２ 「当行を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における年間連

結総売上高の２％以上を当行との取引が占めている先、または、資金調達において当

行に代替性がない程度に依存している先をいう。 

３ 「当行の主要な取引先」とは、当行の直近事業年度における連結粗利益の２％以上

を当行に対して支払っている先をいう。 

４ 「重要な者」とは、業務執行者のうち役員・部長クラスの者、会計専門家・法律専

門家のうち公認会計士・弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。 

（以 上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


